
 

総 務 委 員 会 

日時：令和２年６月 11日(木)10時 

場所：第１委員会室  

１ 開  会 

２ 委員長挨拶 

 

３ 執行機関挨拶 

 

４ 議案審査 

（1）議案第 50号 

「飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」                       【資料№１】 

 

 

（2）議案第 51号 

「飯田市税条例の一部を改正する条例の制定について」 

 

 

（3）議案第 52号 

「飯田市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について」 

 

 

（4）議案第 60号 

「飯田市記号式投票に関する条例を廃止する条例の制定について」 

 

 

（5）議案第 67号 

「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」 

【資料№２】 

 

５ 請願・陳情審査 

（１）請願第２号(新規)                      【資料№３】 

要旨：「国に対し核兵器禁止条約への署名・調印と批准を求める意見書の提出を 

求める」 

請願者住所 氏名：飯田市鼎西鼎 581 飯田下伊那地区労働組合連合会 

議長 伊壺 一輝 氏  

６ 閉  会 



R2.6.11 総務委員会 

議案第 50 号補足資料 

 

公民館長報酬を改定することについて 

 

 

１ 報酬の改定について 

公⺠館⻑は、まちづくり委員会の公⺠館委員会の⻑を担うとともに⼤所⾼所からの

助言指導や学級・講座を通して地域の将来を担う⼈材や公⺠館委員・主事の育成を

担っていただいております。 

一方、昨今の情勢から社会教育への期待が⾼まっており、飯田コミュニティスクー

ル導入・小中連携一貫教育・地域⼈教育（地域⼈材育成）などの教育委員会の施策

に対する「社会教育機関の⻑」としての公⺠館⻑の役割が増加しています。 

この役割の増加は、飯田市教育委員会の施策によるものであり、社会教育機関の⻑

としての次の通り報酬改定を行います。 

（１）現行の報酬額 

地区公⺠館⻑  月額 25,000 円 

（２）改定後の報酬額 

地区公⺠館⻑  月額 40,000 円 

 

２ 関係する条例 

飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例 

 

３ 施行期日 

この条例は「公布の日から起算して 1 年を超えない範囲において市⻑が定める日」

から施行する。 

 

４ 公民館長の任命について 

地区公⺠館⻑は、まちづくり委員会の組織としての公⺠館の責任者と教育委員会の

組織としての社会教育機関である公⺠館⻑としての両方の側⾯を持っております。 

任命にあたっては、各地区地域協議会の推薦をいただき、教育委員会で任命を行っ

ております。 

 

５ 参考 

区分 
改訂後 現行 

月額 （年額） 月額 （年額） 

地区公民館長 40,000 円 480,000 円 25,000 円 300,000 円 

市公民館長 75,300 円 903,600 円 60,300 円 723,600 円 

 



R2.6.11 総務委員会 

議案第 67 号補足資料 

 

飯田市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

(1) 令和２年３月18日付け人事院規則の一部改正 

  ⇒ 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当（防疫等作業手

当）の特例が新たに規定された。 

 

(2) 令和２年４月21日付け総務省通知 

  ⇒ 特殊勤務手当（防疫等作業手当）の特例は「全国で新型コロナウイルス感染症が急速に拡大

し、各地方公共団体において、病院や宿泊施設等での患者収容の増加が見られる中、病院や宿

泊施設等の内部並びにこれら施設への移動時の動線上及び車内についても、作業場所の要件

に該当しうる」旨が示された。 

 

(3) 飯田市においても人事院規則に準じて特殊勤務手当（感染症作業手当）の特例を規定する改正を

行う。 

⇒ 職員が、新型コロナウイルス感染症に係る作業に従事したときは、感染症作業手当を支給 

    ※規定中に引用する新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令（令和２年

政令第 11 号）が限時法であり、同令の施行の日から起算して１年を経過する日までの期間

とされていることから特例的なものとして位置付ける。 

 

２ 改正の内容 

(1) 支給対象業務 

【作業場所】 

・新型コロナウイルス感染症の患者若しくはそ

の疑いのある者（以下、感染者等）を収容す

る病院及び宿泊施設（以下、病院等）の内部 

・感染者等を収容する病院等への移動時の動線

上及び車内 

・上記に準ずる場所 

【作業内容】 

・感染者等に接触して行う作業（診察・検体採

取等） 

・感染者等に対面しての検査 

・感染者等の使用物の処理 

・感染者等移送等の同一空間での付添い 等 

 

(2) 支給対象職員 

主に市立病院に勤務する医師、看護師、臨床検査技師、放射線技師などの職員 

 

(3) 支給額 

従事した１日につき 3,000 円 ※以下の作業は１日につき 4,000 円 

・感染者等の身体に直接接触する作業 

・感染者等に長時間にわたり接して行う作業 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行し、令和２年１月 27 日から適用する。 

 

※（参考）市立病院における特殊勤務手当（感染症作業手当）の特例の運用基準は裏面のとおり 



市立病院における特殊勤務手当（感染症作業手当）の特例の運用基準 

 

１ 基本的な考え方 

患者の状況 感染症作業手当 

新型コロナウイルス感染症を疑う場合 手当支給 

新型コロナウイルス感染症を疑わない場合 手当なし 

 

２ 支給基準 

金 額 作業場所 作業内容 

4,000 円 

発熱外来等 

感染病棟 汚染（陽性患者入院）エリア 

感染病棟 準汚染（疑い患者入院）エリア 

診察 

検体採取 

採血        

心肺蘇生 等 

地域外来・検査センター 検体採取 

検査室 ＬＡＭＰ法検査・培養 

患者移送 同一空間での付添い 

3,000 円 

発熱外来等 

感染病棟 汚染（陽性患者入院）エリア 

感染病棟 準汚染（疑い患者入院）エリア 

①の業務の補助 

患者の使用物の処理 等 

ポータブルＸ線撮影 

地域外来・検査センター 検体採取の補助 

※上記場所に関わらず、陽性疑い患者に N95 マスク、ガウン、ゴーグル等の個人防護具を全て装

着して業務にあたる場合も対象とする。 

 

 

 

 

 

① 






